
◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第１６３号(Ｈ24．9．21)◆◆ 

  

＝はじめに＝ 

このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する

事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その

内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用してい

ただくことを目的として配信しています。 

 

＝目 次＝ 

１．重大事故等情報＝９件（９月１４日～９月２０日分） 

（１）乗合バスの車内事故１ 

（２）乗合バスの車内事故２ 

（３）乗合バスが歩行者を撥ねた事故１ 

（４）乗合バスが歩行者を撥ねた事故２ 

（５）乗合バスが乗用車と衝突した事故 

（６）貸切バスの車両火災 

（７）タクシーが歩行者を撥ねた事故１ 

（８）タクシーが歩行者を撥ねた事故２ 

（９）トレーラと路面電車が衝突した事故 

２．国土交通省で作成したマニュアルを集約しました！ 

３．事業用トラックの事故発生状況を踏まえた事故防止の徹底について 

４．高速ツアーバスにおける安全確保の再徹底について（再周知） 

５．高速ツアーバスに係る緊急対策の実施について（再周知） 

６．平成２４年度の自動車運送事業者における先進安全自動車（ＡＳＶ）の導 

入に対する支援のための補助への申請を受け付けています。（再周知） 
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【１．重大事故等情報＝９件】（９月１４日～９月２０日分） 

（１）乗合バスの車内事故１ 

９月７日（金）午前８時１０分頃、静岡県において、同県に営業所を置く乗合

バスがバス停において乗客１名を乗車させ、発車したところ当該乗客（女性、

７７歳）が転倒した。 

この事故により、当該乗客が左手首（腕側）を骨折する重傷を負った。 

事故当時、当該バスの運転者が、乗客の着席を待たずに発車したため発生した

模様。 

なお、事故当時、当該乗客以外に乗客はいなかった。 

 

（２）乗合バスの車内事故２ 

９月１４日（金）午後１時３０分頃、兵庫県において、同県に営業所を置く乗

合バスが乗客１名を乗せて運行中、当該乗客（女性、８７歳）が転倒した。 

この事故により、当該乗客が左大腿骨を骨折する重傷を負った。 



この事故は、当該バスが橋の頂上付近の右カーブにさしかかったところ、当該

乗客が両替をしようと立ち上がったため、通路に尻餅をつき、左大腿部を強打

した模様。 

なお、当該バスの運転者は、事故直前の車内状況を確認出来ていなかった。 

 

（３）乗合バスが歩行者を撥ねた事故１ 

９月１５日（土）午前８時１５分頃、岩手県において、同県に営業所を置く乗

合バスが乗客５名を乗せて運行中、当該バスが歩行者（女性、７５歳）を撥ね

た。 

この事故により、撥ねられた女性が死亡した。 

なお、当該バスの乗客及び運転者にけがはなかった。 

この事故は、当該バスが一般道路を右折しバスターミナルに入ろうとしたとこ

ろ、横断歩道をバスからみて左から右に渡ろうとしていた女性を撥ねた模様。

車道、横断歩道ともに信号機は設置されていない。 

  

（４）乗合バスが歩行者を撥ねた事故２ 

９月１５日（土）午後７時１０分頃、群馬県において、同県に営業所を置く乗

合バスが回送中、車道を歩いていた歩行者を撥ねた。 

この事故により、当該歩行者（女性、８４歳）が死亡した。 

この事故は、当該バスの運転者が前方を走行していた車両が急に右に寄ったこ

とに気をとられ、車道上の歩行者に気付くのが遅れ轢過した模様。 

 

（５）乗合バスが乗用車と衝突した事故 

９月１８日（火）午後４時頃、青森県において、同県に営業所を置く乗合バス

が乗客３５名を乗せて運行中、対向してきた乗用車と衝突した。 

この事故により、当該バスの通路に立って乗車していた乗客５名が転倒し、う

ち１名（女性、７９歳）が腕を骨折する重傷、他４名が打撲等の軽傷を負った。 

事故現場は当該バスから見て右カーブで、事故当時、当該バスの運転者は、対

向してきた当該乗用車がセンターラインを越え、対向車線にはみ出してきたた

め、衝突を回避しようとブレーキ及びハンドル操作をしたが、当該バスの右前

面と当該乗用車の右前面が衝突した模様。 

 

（６）貸切バスの車両火災 

９月１９日（水）午前１０時２０分頃、愛媛県において、同県に営業所を置く

貸切バスが乗客２７名を乗せて運行中、「ボン」という異音の発生と、変速操作

が出来なくなった。 

このため、当該バスの運転者は当該バスを停止して乗客を避難させた後、当該

バスのエンジンルームを確認したところ、発煙と火花を確認したため、当該バ

スに備えられていた消火器での消火を試みたが鎮火できず、後続車からの通報

により駆けつけた消防の消火活動により鎮火した。 



この火災により、当該バスのエンジンルーム内の配線が焼損したが、当該バス

の乗客及び運転者にけがはなかった。 

 

（７）タクシーが歩行者を撥ねた事故１ 

９月８日（土）午前５時２０分頃、東京都において、都内に営業所を置く個人

タクシーが自宅に向かい空車にて走行中、歩行者を撥ねた。 

この事故により、当該歩行者が死亡した。 

事故当時、当該タクシーは交差点を青信号で直進したところ、当該歩行者が横

断禁止の場所を当該タクシーから見て左から横断してきた模様。 

 

（８）タクシーが歩行者を撥ねた事故２ 

９月１８日（火）午後８時頃、福島県において、同県に営業所を置くタクシー

が乗客１名を乗せて走行中、歩行者を撥ねた。 

この事故により、当該歩行者が死亡した。 

当該タクシーの乗客及び運転者にけがはなかった。 

事故現場は片側１車線の直線道路で、当該タクシーの運転者は、当該歩行者が

突然、歩道から車道に向かって転倒してきたため回避できずに撥ねた模様。 

なお、当該歩行者は酒に酔っていた模様。 

 

（９）トレーラと路面電車が衝突した事故 

９月１５日（土）午後１０時２０分頃、高知県において、同県に営業所を置く

トレーラが路面電車と衝突した。 

この事故により、路面電車の乗客６名及び運転者並びにトレーラの運転者の計

８名が軽傷を負った。 

事故現場は、片側２車線で、路面電車の軌道が交差している信号のある交差点

で、事故当時、トレーラが赤信号で進入し、路面電車に衝突した模様。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【２．国土交通省で作成したマニュアルを集約しました！】 

 

これまで国土交通省で作成した、「乗合バスの車内事故防止マニュアル」や「ト

ラック追突事故防止マニュアル」など、安全教育・事故防止のためのマニュア

ルを１つのページに集約しました。 

今まで保存箇所がバラバラでしたので、ご存じないマニュアルもあるかと思

います。 

今回、１つのページに各マニュアルの概要とともに分かり易く掲載しました

ので、今後、安全教育などに一層ご活用頂ければと思います！ 

 

 →( http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html） 

 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html


〔掲載マニュアル一覧〕 

・H24年4月：自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指

導及び監督の実施マニュアル 

・H24年3月：トラック追突事故防止マニュアル 

・H23年7月：乗合バスの車内事故を防止するための安全対策実施マニュアル 

・H22年7月：事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル 

・H21年10月：映像記録型ドライブレコーダ活用手順書 

・H21年7月：トラック輸送の過労運転防止対策マニュアル 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【３．事業用トラックの事故発生状況を踏まえた事故防止の徹底について】 

 

国土交通省では、これまでも「事業用自動車総合安全プラン２００９」に基

づき、事業用自動車の事故防止対策を推進しているところですが、平成２４年

上半期の事業用トラックが第一当事者となる死亡事故発生件数が増加傾向にあ

ります。   

 夏の行楽シーズンに伴う交通量の増加が見込まれたことから、より一層事故

防止対策に取り組む必要があるため、平成２４年８月に、トラック事業者にお

ける安全対策及び事故防止の徹底を図るため、事業者団体に対し要請を行いま

したのでお知らせ致します。 

 

 → （http://www.mlit.go.jp/common/000220674.pdf） 
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【４．高速ツアーバスにおける安全確保の再徹底について】 

 

本年８月２日に東北自動車道で発生した高速ツアーバス事故を受け、同種事

故の再発を防止するため、交替運転者の配置基準の遵守をはじめ、輸送の安全

に万全を期すよう、国土交通省は高速ツアーにおける安全確保の再徹底につい

て、公益社団法人日本バス協会及び高速ツアーバス連絡協議会に対し、通達を

発出しましたのでお知らせいたします。 

→ （http://www.mlit.go.jp/common/000219969.pdf）  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【５．高速ツアーバスに係る緊急対策の実施について】 

 

本年４月２９日に関越自動車道で発生した高速ツアーバス事故を受け、国土交通

省では、本年６月１１日に「高速ツアーバス等貸切バスの安全規制の強化について」

を決定し、「今夏の多客期の安全確保のための緊急対策」等をとりまとめました。   

また、当該緊急対策の実施に関し、６月２９日以降で以下の通りの措置を講じま

した。これらについてお知らせ致します。 

http://www.mlit.go.jp/common/000220674.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000219969.pdf


 

○「高速ツアーバス等貸切バスの安全規制の強化について」（6月11日公表） 

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo10_hh_000030.html 

 

○「高速ツアーバスに係る緊急対策の実施について」（6月29日公表） 

１．高速ツアーバス運行事業者リストの作成・公表及び同リストの活用 

 → 高速ツアーバス運行事業者リストを公表          

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000010.html） 

２．旅行業者・貸切バス事業者間の書面取引の義務化 

 → 省令・告示の公布（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000008.html） 

３．「高速バス表示ガイドライン」の策定 

 → ガイドラインの策定・公表    

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000009.html） 

 ４．「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」の策定 

 → ガイドラインの策定・公表

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html） 

５．旅行業法の制度の見直しによる安全対策強化 

 → 省令の公布 （http://www.mlit.go.jp/common/000216017.pdf） 

６．「高速ツアーバスの安全通報窓口」の設置 

 → 通報窓口の設置（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000006.html） 

○「高速ツアーバス等の過労運転防止のための交替運転者の配置基準等の策定に
ついて」（7 月 18 日公表） 

 → 関係通達の改正
（http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000097.html） 

○「高速ツアーバスの利用者に向けた安全に関する情報の提供について」（7 月 18
日公表） 

 → 利用者向け安全情報の提供
（http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000098.html） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【６．平成２４年度の自動車運送事業者における先進安全自動車（ＡＳＶ）の 

導入に対する支援のための補助への申請を受け付けています】 

  

国土交通省では、自動車運送事業者における交通事故防止のための取り組み 

を支援する観点から、平成２４年度における事故防止対策支援事業を実施する 

こととなりましたのでお知らせします。 
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○補助対象事業者、補助対象機器、申請方法等、補助制度の内容につきまして 

は、以下のリンク先をご覧下さい。 

先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援 

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_24.html） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車局安全政策課 

＊このメルマガについてのご意見は、＜ jiko-antai@mlit.go.jp ＞までお

寄せください。 

よくある質問（配信登録の解除方法等） 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 

 

【参考】 

＊自動車局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 

 

＊自動車の不具合情報はこちら 

近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。

そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットラ

イン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、

メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐた

めに活用されます。 

・ホームページ受付 （ www.mlit.go.jp/RJ/ ） 

・フリーダイヤル受付 ０１２０－７４４－９６０ 

（平日9:30～12:00 13:00～17:30） 

・自動音声受付    ０３－３５８０－４４３４（年中無休・24時間） 

 

＊自動車のリコール等の通知等があったときは！ 

使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール

又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表

されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが

必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、

自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますの

で、忘れずに修理を受けましょう。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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